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(57)【要約】
【課題】湯に水を加えることなく、また極力付帯設備を
使用することなく、温泉の湯温を安全かつ確実に調節す
ることができる多重浴槽式温泉設備を提供する。
【解決手段】　複数の浴槽Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３を仕切る仕
切壁Ｓ１，Ｓ２の下部位置であってかつ湯の供給部から
反時計方向下流側となる位置に連通部Ｒを設け、浴槽Ｙ
１，Ｙ２，Ｙ３に流入した高温の湯が浴槽Ｙ１，Ｙ２，
Ｙ３内を循環しつつ冷却され、次第に密度が高くなって
下降し、連通部Ｒより次の浴槽Ｙ２，Ｙ３に移動させ、
複数の浴槽Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３の湯温に差をつけることを
特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切壁により仕切られた複数の浴槽と、
　前記仕切壁に開設され、前記浴槽相互を連通する連通部と、
　前記複数の浴槽の内の最上流浴槽に、源泉から導かれた湯を供給する源泉供給部と、
　前記浴槽の最下流浴槽に設けられ、外部に排出する湯量を制御する排出制御部と、を有
する源泉かけ流し式の温泉設備であって、
　前記源泉供給部から前記浴槽に注湯された湯の内、低温になり下降した湯が次位の下流
の浴槽に導入されるように前記連通部を前記仕切壁の下部位置に少なくとも１つ設けたこ
とを特徴とする多重浴槽式温泉設備。
【請求項２】
　前記連通部は、各浴槽における湯の供給部から反時計方向下流側となる位置に設けたこ
とを特徴とする請求項１に記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項３】
　前記連通部は、上流側浴槽の底面に形成された凹状湯溜り部内と連通するように構成し
たことを特徴とする請求項１又は２に記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項４】
　前記仕切壁は、上下方向中間位置に１つ若しくは複数のサブ連通部を有することを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項５】
　前記連通部若しくは前記サブ連通部の少なくとも１箇所に、連通を遮断する蓋体を設け
たことを特徴とする請求項４に記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項６】
　前記源泉供給部は、前記最上流の浴槽の底部近傍まで垂下されたパイプを有することを
特徴とする請求項１に記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項７】
　前記浴槽の内の最下流浴槽は、上流側浴槽との連通部から最も離れた位置に排出口が設
けられ、当該排出口に前記源泉供給部からの供給湯量と同程度の排出湯量となるように制
御する操作部を設けたことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の多重浴槽式温泉
設備。
【請求項８】
　前記複数の浴槽は、浴槽の深さが前記最上流浴槽から徐々に深くなるように構成したこ
とを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項９】
　前記各浴槽は、前記底面の外周部に溝部を形成したことを特徴とする請求項１～８のい
ずれかに記載の多重浴槽式温泉設備。
【請求項１０】
　前記溝部は、前記凹状湯溜り部と連通させたことを特徴とする請求項９に記載の多重浴
槽式温泉設備。
【請求項１１】
　前記複数の浴槽は、下流側の浴槽の少なくとも１つに、高温水を吐出し局部を加熱する
尻焼き部を有することを特徴とする請求項１に記載の多重浴槽式温泉設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数の浴槽に上流側から高温の源泉を順次流し、各浴槽の湯温がそれぞれ異
なるようにした多重浴槽式温泉設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医学的にみた温泉の効果は、水圧、浮力、温熱などの物理的効果、酸性やアルカリ性、
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含有成分など泉質による化学的効果、温泉地に行くことによる環境変化に伴う気分がリフ
レッシュする転地効果などがあるといわれている。
【０００３】
　特に、湯温は、人体に直接的な影響があることから、従来から着目されている。例えば
、酸性・含硫黄－アルミニウム－硫酸塩・塩化物温泉（硫化水素型）である草津温泉では
、高温の湯（４７℃～４８℃）では、皮膚病などの痒みの軽減が顕著であり、中温の湯（
４５℃～４７℃）では、糖尿病などに有効であり、低温の湯（４３℃～４５℃）では、リ
ュウマチ、心臓疾患などに有効であることが判明している。
【０００４】
　ところが、湯温の調節を、湯に水を加えることにより行うと、簡単に温度調節できるが
、温泉成分が希釈化され、温熱効果的には問題はないものの、他の温泉効果が低下する虞
がある。
【０００５】
　水を加えることなく湯温を調節する方法としては、例えば、下記特許文献１に示すよう
な、空気を利用する方法がある。この方法は、ポンプ、空気導入管、制御手段などを使用
し温泉の湯に空気を注入し、湯温を空気により調節するものである。しかし、この方法で
は、ポンプ、空気導入管、制御手段などを使用しなければならず、設備コストがかかる虞
がある。
【０００６】
　他の方法としては、下記特許文献２に示すような、温泉水と一般の水とを熱交換する方
法である。しかし、この方法では、熱交換器などを使用するので、温泉に含まれる成分に
より配管が頻繁に詰まる虞があるのみでなく、設備コスト、ラニングコストがかかること
にもなる。
【特許文献１】特開２００６－２０７９０７（要約、図１など参照）
【特許文献２】特願２００７－９３０６１（要約、図１０など参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、湯に水を加えることなく、
極力付帯設備を使用することなく、複数の浴槽の湯温がそれぞれ異なるように、温泉の湯
温を安全かつ確実に調節可能な多重浴槽式温泉設備を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明に係る多重浴槽式温泉設備は、仕切壁により仕切られた複数
の浴槽と、前記仕切壁に開設され、前記浴槽相互を連通する連通部と、前記複数の浴槽の
内の最上流浴槽に、源泉から導かれた湯を供給する源泉供給部と、前記浴槽の最下流浴槽
に設けられ、外部に排出する湯量を制御する排出制御部と、を有する源泉かけ流し式の温
泉設備であって、前記源泉供給部から前記浴槽に注湯された湯の内、低温になり下降した
湯が次位の下流の浴槽に導入されるように前記連通部を前記仕切壁の下部位置に少なくと
も１つ設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、複数の浴槽を仕切壁で仕切り、連通部で浴槽相互を連通した多重浴槽の温泉
設備において、前記連通部を、仕切壁の下部位置に少なくとも１つ設けたので、浴槽に流
入した高温の湯が浴槽内で循環しつつ冷却され、次第に密度が高くなって下降すると、連
通部を通って次の浴槽に移動することになる。この結果、低温の湯のみが次の浴槽に移動
し、複数の浴槽の湯温は、最上流から最下流の浴槽に至るに従い徐々に温度低下した湯と
なり、源泉かけ流し式に湯を流しつつ、各浴槽内の湯温を確実に最適な温度に制御するこ
とができる。したがって、湯に水を加えることなく、高価な付帯設備を使用することなく
、温泉効果を保持しつつ湯温を低下させることができ、設備コスト的にも極めて有利とな
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る。
【００１０】
　前記連通部を各浴槽における湯の供給部から反時計方向下流側となる位置に設けると、
浴槽内で円滑に湯が移動し、湯温の低下を効率的に行うことができる。
【００１１】
　前記連通部を、上流側浴槽の底面に形成された凹状湯溜り部内と連通すると、温度低下
した湯が集まった部分から次の浴槽に湯を供給でき、湯に水を加えることなく、高価な付
帯設備を使用することなく、隣接する浴槽の湯の温度差を容易につけることができる。
【００１２】
　前記仕切壁の上下方向中間位置にサブ連通部を１乃至複数個設けると、上流側浴槽の湯
であっても、完全に所定温度まで低下していない湯（中間温度）を次位の浴槽に供給でき
、温度制御をより精密に行なうことができる。
【００１３】
　連通部又はサブ連通部に蓋体を設けると、温度制御をより容易にかつ精密に行なうこと
ができる。
【００１４】
　源泉供給部を、最上流浴槽の底部近傍まで垂下されたパイプにより構成すれば、最上流
浴槽の底部には低温の湯が溜まりにくく、高温の状態が維持でき、高温の湯での療養効果
を高めることができる。
【００１５】
　最下流浴槽の排出口は、上流側浴槽との連通部から最も離れた位置に設け、しかもこの
排出口に排出湯量を制御する制御部を設けると、最下流浴槽の湯温の大幅な低下を防止で
き、しかも、源泉かけ流し式に湯を流しつつ、各浴槽の湯量は大幅に低減することがない
。
【００１６】
　複数浴槽の深さを最上流浴槽から徐々に深くすると、湯の逆流を防止でき、源泉かけ流
しが円滑に行われる。
【００１７】
　各浴槽の底面外周部に溝部を形成すると、湯中に混入したごみなどを、湯の流れのみで
溝部に集めることができ、排水後の掃除が容易になる。
【００１８】
　このような溝部を凹状湯溜り部と連通させると、温度低下した湯の移動がよりスムーズ
となり、しかも排水後の掃除もきわめて容易になる。
【００１９】
　前記複数の浴槽の内、下流側の浴槽の少なくとも１つに、高温水を吐出し局部を加熱す
る尻焼き部を設けると、痔等の治療に有効なものとなり、しかも低温の浴槽を高温化する
こともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２１】
　図１は本発明に係る温泉設備を示す平面図、図２は図１の２－２線に沿う断面相当図、
図３は水の温度と密度の関係を示す図、図４は排出制御部の一例を示す概略図である。
【００２２】
　本実施形態の多重浴槽式温泉設備について概説すれば、図１、２に示すように、仕切壁
Ｓ（Ｓ１，Ｓ２の総称）により仕切られ、複数直列的に配置した浴槽Ｙ（Ｙ１，Ｙ２，Ｙ
３の総称）と、浴槽Ｙ相互を連通するように仕切壁Ｓに開設された連通部Ｒと、最上流浴
槽Ｙ１に源泉から導かれた高温の湯を注湯する源泉供給部１と、最下流浴槽Ｙ３に設けら
れ、外部に排出する湯量を制御する排出制御部２と、を有し、源泉供給部１から注湯され
た湯が連通部Ｒを通って徐々に下流側の浴槽Ｙ２，Ｙ３に流れるようにした源泉かけ流し
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式の温泉設備である。
【００２３】
　この温泉設備は、最上流から一の湯、二の湯、三の湯という面積が異なり、深さが段階
的に深くなる３つの浴槽Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３を有している。ただし、各浴槽Ｙの個数、形状
、大きさあるいは深さなどは、適宜選択でき、どのようなものであってもよい。
【００２４】
　各浴槽Ｙ乃至仕切壁Ｓは、例えば、木、セメント、金属あるいは合成樹脂などの建築材
により構成され、表面にタイルなどを貼着してもよいが、このような構成材料は、これら
のみに限定されるものではなく、種々の材料を使用できる。
【００２５】
　源泉供給部１は、源泉管３によって導かれた源泉からの湯を、一旦貯留槽４に貯留し、
貯留槽４に連通されたパイプ５から重力により最上流浴槽Ｙ１に供給している。ここに、
源泉管３と貯留槽４の湯面４ａとの間には寸法ｈ（図２参照）の隙間が設定されている。
源泉管３と湯面４ａとの接触による雑菌などの貯留槽４への流れ込みを防止でき、衛生的
なものとなる。
【００２６】
　パイプ５の吐出端は、浴槽Ｙ１の底部Ｂ１近傍まで垂下されている。これにより最上流
浴槽Ｙ１の湯が全体的に高温状態となり、高温の湯での療養効果を高めることができる。
【００２７】
　ただし、パイプ５の吐出端は、必ずしも浴槽の底部近傍まで垂下する必要はなく、最上
流浴槽Ｙ１の上部に位置するように構成してもよい。比較的高位に位置させると、一の湯
から高温の湯を温度低下させて二の湯に供給することができる。つまり、高位に位置させ
たパイプ５から最上流浴槽Ｙ１に供給された源泉は、一の湯の浴槽Ｙ１内で循環しつつ連
通部Ｒを通って徐々に下流側の浴槽Ｙ２に流れるが、浴槽Ｙ１内で循環して流れていると
き、浴槽Ｙ１の仕切壁Ｓ１、周囲の側壁Ｓ３あるいは底壁Ｓ４から外部へ熱放散して温度
低下する。温度低下した湯は、密度が高くなり、浴槽Ｙ１内で下降し、連通部Ｒを通って
次の浴槽Ｙ２に供給される。
【００２８】
　ここにおいて、水の密度は、図３に示すように、温度により変化し、３．９８℃で最大
密度０．９９９９７２ｇ／ｃｍ３になるものの、これを超えて温度が上昇すると、低下す
ることになる。したがって、例えば、源泉供給部１から供給された浴槽Ｙ１内の湯が温度
低下すると、密度が大きくなり浴槽の下方に移動する。
【００２９】
　また、浴槽Ｙ内で湯が循環する場合、北半球にあるわが国では、湯の流れは基本的に反
時計方向に流れることになる。したがって、仕切壁Ｓ１の下部位置であってかつ湯の供給
部から反時計方向に循環して流れる湯の下流側となる位置に連通部Ｒを設けると、温度低
下した湯のみが連通部Ｒを通って次の浴槽Ｙ２又はＹ３に向かうことになり、次の浴槽に
は温度低下した湯が供給されることになる。
【００３０】
　この結果、源泉かけ流し式に湯を各浴槽に供給すれば、かかる原理により二の湯の浴槽
Ｙ２、三の湯の浴槽Ｙ３には、それぞれ低温となった温度調節された湯が流入し、各浴槽
Ｙ２，Ｙ３は、中温の湯、低温の湯となる。
【００３１】
　特に、本実施形態では、図１、２に示すように、浴槽Ｙ１の底面Ｂ１に形成された凹状
湯溜り部６内と連通するように連通部Ｒを形成している。浴槽Ｙ１の底面Ｂ１に凹状湯溜
り部６を形成すれば、最も温度低下した湯がここに集まることになるので、この温度低下
した湯を連通部Ｒにより次の二の湯の浴槽Ｙ２に供給できる。同様に、二の湯の浴槽Ｙ２
の底面Ｂ１に凹状湯溜り部６を形成し、この凹状湯溜り部６と三の湯の浴槽Ｙ３とを連通
部Ｒにより連通すれば、二の湯の浴槽Ｙ２で最も温度低下した湯が集まった凹状湯溜り部
６から連通部Ｒを介して三の湯の浴槽Ｙ３に低温の湯を供給できる。
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【００３２】
　この結果、湯に水を加えることなく、また付帯設備を使用することなく、隣接する浴槽
の湯との温度差を容易につけることができることになる。一の湯、二の湯、三の湯のいず
れの段階においても、凹状湯溜り部６を形成する位置としては、湯の供給部から反時計方
向に循環して流れる湯の下流側となる位置であって、浴槽の底部であることが好ましい。
【００３３】
　また、各浴槽Ｙは、底面Ｂ１の外周部に溝部Ｍを形成し、凹状湯溜り部６と連通させる
ことが好ましい。各浴槽Ｙの底面外周部に溝部を形成すると、湯中に混入したごみなどを
、湯の流れのみで溝部Ｍに集めることができ、排水後の掃除が容易になる。また、溝部Ｍ
を凹状湯溜り部６と連通させると、温度低下した湯の移動がよりスムーズとなる。
【００３４】
　本実施形態では、１つのメインの連通部Ｒを通って次の浴槽Ｙに湯を供給しているが、
このメインの連通部Ｒ以外にサブの連通部Ｒｓを、仕切壁Ｓ１あるいはＳ２の上下方向中
間位置に形成し、次の浴槽Ｙに湯を供給してもよい。
【００３５】
　仕切壁の上下方向中間位置にサブ連通部Ｒｓを設けると、所定温度まで低下していない
が、ある程度まで温度低下した湯を次位の浴槽に供給でき、次位の浴槽では、所定温度ま
で低下した湯と、中間的な温度まで低下した湯とをミックスでき、次位の浴槽での湯温制
御をより精密に行なうことができる。
【００３６】
　サブ連通部Ｒｓを１つのみでなく上下方向ズラして複数個設ければ、温度制御をより容
易にかつ精密に行なうことができることになる。また、メインの連通部Ｒ又はサブ連通部
Ｒｓに、連通を遮断する蓋体７を設ければ、この蓋体７の開閉を選択することにより温度
制御をさらに容易にかつ精密に行なうことができる。なお、サブ連通部Ｒｓの個数や断面
積は、必要に応じて適宜選択可能である。
【００３７】
　本実施形態の温度制御は、前記熱放散のみでなく、浴槽Ｙ３に設けられた排出制御部２
による浴槽Ｙ３からの排出量と供給量とを増減させることによっても可能である。各浴槽
における放熱量は、一定と考えられるので、排出量と供給量とを制御し、各浴槽の循環湯
量を増減させると、増加の場合は比較的高温の湯となり、減少させると湯温が低温化する
ことができる。
【００３８】
　排出制御部２は、排出する湯量を制御できるものであればどのようなものであっても良
いが、具体例を示せば、図４に示すように、エッジ部を有する排出口１０に対し開閉可能
な制御弁１１を、例えば、ゴムなどの弾性体により構成し、引き上げ紐のような操作部１
２を制御弁１１の端縁部に連結したものを使用することができる。操作部１２を所定長引
き上げ、適当な固定部（不図示）に掛止すれば、制御弁１１の一部が持ち上げられ、排出
口１０のエッジ部から離れ、一定の開度とすることができ、これにより定量の湯を排出す
ることができる。
【００３９】
　他の排出制御部２の例として、図５に示すようなものも使用できる。なお、図５では図
４と共通する部材に同一符号を使用する。この排出制御部２は、排出口１０に対し制御弁
１１を近接離間させる操作部１２を有するものにより構成されている。操作部１２として
は、例えば、一端がチェーン１３を介して弁体１１と連結され、他端が浴槽Ｙ３の外部に
突出された操作レバー１４と、操作レバー１４を支柱１５に設けられたピン１６を中心に
傾動可能にロックするロック部１７と、を有するものにより構成されている。ここに、ロ
ック部１７としては、操作レバー１４に開設されたピン穴１４ａと、支柱１５の突出部１
５ａに設けられた複数のロック穴１８とに、ピン（不図示）を挿入することにより操作レ
バー１４を支柱１５にロックするようにしたものである。なお、図中符号「１３ａ」は、
ガイド兼重り機能を発揮するチェーンである。
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【００４０】
　このような簡単な操作部１２の操作により排出口１０に対する制御弁１１の位置を調整
すれば、排出口１０を通る排出湯量を制御できる。
【００４１】
　源泉供給部１からの供給湯量と、排出制御部２による排出量制御とによる温度制御を実
験により検証した。
【００４２】
　実験では、それぞれ０．６ｍ３、１．８ｍ３、２．４ｍ３の各浴槽Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３を
使用した。温度が略５４℃の源泉の湯が源泉供給部１から供給されるとき、この供給量と
排出量が等しくなるように排出制御部２を制御した。各浴槽Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３の湯量は、
略満杯の状態となるようにした。これら湯の温度を測定すれば、高温の湯では４７℃～４
８℃、中温の湯では４５℃～４７℃、低温の湯では４３℃～４５℃となり、実質的に２℃
～３℃程度の温度差が生じることが判明した。
【００４３】
　このような温度差を有する高温の湯、中温の湯、低温の湯は、前述したように、酸性・
含硫黄－アルミニウム－硫酸塩・塩化物温泉（硫化水素型）である草津温泉の高温の湯で
は、皮膚病などの痒みの軽減化、中温の湯では、糖尿病などに有効であり、低温の湯では
、リュウマチ、心臓疾患などに有効となる。
【００４４】
　なお、一般的には、４７℃～４８℃の風呂には容易に入ることができないが、温泉では
、温泉の成分が体の表面に膜状に付着するので、体感温度は、若干これより低くなり、入
浴可能である。このような高温の湯に入ることを、一般に「時間湯」と称し、４７℃の湯
に、３分間入ることを、１日３回、３～６週間連日行う入浴法である。慢性疾患によるい
わゆる自律神経失調症の治療に利用される。
【００４５】
　一の湯の浴槽Ｙ１、二の湯の浴槽Ｙ２、三の湯の浴槽Ｙ３の各浴槽の深さＤ（Ｄ１，Ｄ
２，Ｄ３の総称）は、Ｄ１＜Ｄ２＜Ｄ３の関係としている。
【００４６】
　このように最上流浴槽Ｙ１から下流側に向けて段階的に深くなる構成にすれば、構造的
な効果としては、湯の流れが一方向的になり、下流側から上流側に向けての流れ、つまり
逆流を防止でき、源泉かけ流しが円滑に行われる。例えば、最上流浴槽Ｙ１の深さＤ１は
、６２ｃｍ～６７ｃｍ、二の湯の浴槽Ｙ２の深さＤ２は、６８ｃｍ～７３ｃｍ、三の湯の
浴槽Ｙ３の深さＤ３は、７２ｃｍ～７７ｃｍ程度とし、深さＤの差分としては、例えば、
３～８ｃｍ程度、好ましくは５ｃｍ程度である。
【００４７】
　また、このような深さにすることにより入浴者に対して静水圧を掛けることができるが
、これは医学的な効果もある。医学的な効果としては、静水圧により下半身の血液が上半
身に押し上げられ、右心房の圧力を上昇させ、これが血中ホルモン動態に強く関係してい
ることが、近年、明らかになったことが指摘されている（例えば、白倉卓夫、菅井芳郎共
著「草津温泉の医学」１３３頁、上毛新聞出版、２００８年０５月発行、参照）。
【００４８】
　一の湯、二の湯、三の湯の湯温を厳格に管理する場合には、仕切壁Ｓは、各浴槽間の湯
温の熱伝導を阻止する、例えば、グラスウール、ロックウール、羊毛断熱材、セルロース
ファイバー、ウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォームなど、一般
に住宅建築において使用される断熱部材を有する仕切壁Ｓ１，Ｓ２あるいは側壁Ｓ３とし
ても良い。一般に、仕切壁Ｓ１，Ｓ２や側壁Ｓ３は、木製、タイル製あるいは金属製など
で構成されているが、このような仕切壁Ｓ１，Ｓ２や側壁Ｓ３の内部に前記断熱部材を設
けたり、また、このような仕切壁Ｓ１，Ｓ２や側壁Ｓ３の内部に真空断熱層を形成すれば
、広い浴槽でも温度低下を防止でき、２４時間源泉かけ流しであっても各浴槽の温度を略
所定の温度に維持することができ、好ましいものとなる。
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【００４９】
　三の湯の浴槽Ｙ３には、高温の源泉を流出させることができる源泉流出部２０からの湯
を座部２１に開設された吐出穴２２より吐出し、体を局部的に加熱する、いわゆる尻焼き
部２３を設けても良い。このような尻焼き部２３を設けると、痔の治療などのような体の
局部の治療を行なうことができるのみでなく、この源泉流出部２０から供給される比較的
高温の湯により、三の湯の温度をある程度高めることもできることになる。なお、図１に
おいて、符号２４は、段部である。
【００５０】
　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００５１】
　まず、源泉供給部１からの給湯量と排出制御部２からの排出湯量が略同じになるように
排出制御部２を制御する。
【００５２】
　最上流浴槽Ｙ１に湯を供給しているパイプ５の吐出端が、最上流浴槽Ｙ１の上部に位置
するように構成した場合には、浴槽Ｙ１に注湯された源泉は、浴槽Ｙ１を満たしつつ浴槽
Ｙ１内で循環する。この循環中、一部の湯は連通孔Ｒを通って二の湯の浴槽Ｙ２に流入す
るが、大部分の湯は浴槽Ｙ１内で循環する。
【００５３】
　湯の循環がしばらく行われると、仕切壁Ｓ１、側壁Ｓ３、底部Ｂ１を通って熱放散され
、比較的低温になる。低温の湯になると、湯の密度が増大し、浴槽Ｙ１の下方に溜まる。
【００５４】
　浴槽Ｙ１内での湯の循環流は、北半球にあるわが国では、反時計方向に渦を巻きながら
循環することになるので、連通部Ｒを、仕切壁Ｓの下部位置でかつ反時計方向に流れる湯
の流れの下流側となる位置に設けると、温度低下した湯が連通部Ｒ１を通って次の浴槽Ｙ
２に流れ込む。
【００５５】
　しかも、この連通部Ｒが凹状湯溜り部６に連通するように設けられていると、さらに温
度低下した湯が集まっている凹状湯溜り部６から連通部Ｒ１を通って次の浴槽Ｙ２に湯を
供給することができ、一層差温のある湯とすることができる。
【００５６】
　同様のことが、浴槽Ｙ２と次の浴槽Ｙ３との間においても行われ、さらに低温の湯が浴
槽Ｙ３に蓄えられることになる。
【００５７】
　したがって、源泉かけ流し式に各浴槽Ｙにしばらく湯を供給すれば、一の湯の浴槽Ｙ１
、二の湯の浴槽Ｙ２、三の湯の浴槽Ｙ３には、それぞれ温度調節された湯が流入し、湯に
水を加えることなく、また付帯設備を使用することなく、各浴槽Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３の湯温
がそれぞれ異なる、高温の湯、中温の湯、低温の湯とすることができる。
【００５８】
　また、サブ連通部Ｒｓに設けられた蓋体７を開閉制御すれば、サブ連通部Ｒｓからは、
中間的な温度まで低下した湯が次位の浴槽に流入することになるので、メインの連通部Ｒ
からの所定温度まで低下した湯と、サブ連通部Ｒｓからの中間的な温度まで低下した湯が
次位の浴槽でミックスされ、湯温制御がより精密に行なわれる。
【００５９】
　なお、源泉供給部１において、下方部分まで垂下されたパイプを使用すると、ある程度
湯が溜まっても下方から高温の源泉が上方に向かって押し出されるので、一の湯の浴槽Ｙ
１には高温の源泉のみが溜まる。したがって、一の湯はきわめて高温の療養に使用するこ
とができることになる。この場合は、二の湯の浴槽Ｙ２で温度調整した湯が、三の湯の浴
槽Ｙ３に供給されることになる。なお、仮に、三の湯の浴槽Ｙ３の湯温よりも低い湯温の
浴槽が必要であれば、四の湯、五の湯等を形成し、上述した原理に基づく低温の湯が貯留
された浴槽を形成すればよい。
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【００６０】
　本発明は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の技術的思想内に
おいて当業者により種々変更が可能である。上述した実施形態では、源泉供給部１からの
給湯量と排出制御部２からの排出湯量が略同じになるように排出制御部２の操作部５を操
作しているが、排出湯量は、給湯量に応じて適宜選択すればよい。
【００６１】
　また、メインの連通部Ｒは、必ずしも１つのみに限定されるものではなく、必要に応じ
て個数や断面積の大きさを適宜選択できる。
【００６２】
　上述した実施形態では、三の湯に設けた排出制御部２は、湯を廃棄しているが、これを
別途貯留部（例えば、露天風呂など）に蓄えて再度使用することができることはいうまで
もない。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、多数の浴槽を用いて高温の源泉の温度を低下させてかけ流し式の温泉設備と
して利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明に係る温泉設備を示す平面図である。
【図２】図１の２－２線に沿う断面相当図である。
【図３】水の温度と密度の関係を示す図である。
【図４】排出制御部の一例を示す概略斜視図である。
【図５】排出制御部の他の例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００６５】
１…源泉供給部、
２…排出制御部、
６…凹状湯溜り部、
７…蓋体、
１０…排出口、
１２…操作部、
２３…尻焼き部、
Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３…底部，
Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３…深さ，
Ｒ…連通部（メイン）、
Ｒｓ…サブ連通部、
Ｓ１，Ｓ２…仕切壁、
Ｓ３…側壁、
Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３…浴槽。
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